
○
教
育
委
員
会
規
則

教
育
委
員
会
規
則

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
八
月
十
六
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
の
二
中
「
に
掲
げ
る
書
類
」
を
「
の
書
類
の
う
ち
必
要
と
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

三

実
務
成
績
証
明
書

四

教
科
認
定
書

第
六
章
中
第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
令
和
四
年
改
正
法
の
施
行
に
伴
う
失
効
等
し
た
普
通
免
許
状
の
再
授
与
の
申
請
書
類
の
特
例
）

第
二
十
二
条
の
二

教
育
公
務
員
特
例
法
及
び
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法

律
第
四
十
号
。
以
下
「
令
和
四
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
免
許
法
の
規
定
に
よ
り
更
新

若
し
く
は
延
長
を
せ
ず
に
有
効
期
間
が
満
了
し
、
又
は
令
和
四
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免

許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
八
号
）
附
則
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
失
効
し
た
普
通
免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
再
度
そ
の
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う

と
す
る
場
合
は
、
第
十
条
か
ら
第
十
一
条
の
二
ま
で
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
四
条
の
二
ま
で
、
第
十
六

条
、
第
十
七
条
及
び
第
二
十
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
分
県
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類
の

提
出
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
号
様
式
及
び
第
八
号
様
式
中
「第

１４条

」
の
次
に
「、

第
１４条

の
２

」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
に
規
定
す
る
様
式
の
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令

和

四

年

号

外

五
三

八
月
十
六
日

( 火 曜 日 )
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・
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（
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に
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き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集
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（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
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百
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十
円
）
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令
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四
年
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月
十
六
日

大
分
県
報
号
外
（
教
育
委
規
則
）
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